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令和４年第３回足寄町議会定例会議事録（第４号） 

令和４年９月２６日（月曜日）     

 

◎出席議員（１２名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ７番 髙 橋 健 一 君 

   ８番 川 上 修 一 君   ９番 髙 橋 秀 樹 君 

  １０番 二 川   靖 君  １１番 木 村 明 雄 君 

  １２番 井 脇 昌 美 君  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（１名） 

   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

福 祉 課 長              保 多 紀 江 君 

住 民 課 長              金 澤 真 澄 君 

経 済 課 長              加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長              増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  議案第９１号        令和３年度足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定について（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ

６＞ 

 日程第 ２  議案第９２号        令和３年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞ 

 日程第 ３  議案第９５号        令和３年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について

（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞ 

 日程第 ４  議案第９６号        令和３年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～

Ｐ６＞ 

 日程第 ５  議案第９７号        令和３年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞ 

 日程第 ６  議案第９８号        令和３年度足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ

６＞ 

 日程第 ７  議案第９９号        令和３年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞ 

 日程第 ８  議案第１００号        令和３年度足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定について（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～

Ｐ６＞ 

 日程第 ９  議案第１０１号        令和３年度足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ

６＞ 

 日程第１０  議案第１０２号        令和３年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決

算認定について（令和３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ６＞ 

 日程第１１  議案第８２号        令和４年度足寄町一般会計補正予算（第４号）＜Ｐ７～Ｐ

２３＞ 

 日程第１２  議案第８３号        令和４度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）＜Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 日程第１３  議案第８４号        令和４年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）＜Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 日程第１４  議案第８５号        令和４年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）＜

Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 日程第１５  議案第８６号        令和４年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

１号）＜Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 日程第１６  議案第８７号        令和４年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 日程第１７  議案第８８号        令和４年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第１号）＜Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 日程第１８  議案第８９号        令和４年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜Ｐ
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７～Ｐ２３＞ 

 日程第１９  議案第９０号        令和４年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）＜Ｐ７～Ｐ２３＞ 

 追加日程第 １  会議案第１号        専決処分事項の指定についての一部を改正する規程につい

て＜Ｐ２３～Ｐ２４＞ 

 追加日程第 ２  意見書案第７号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書＜Ｐ２

４＞ 

 追加日程第 ３  議案第１０３号        令和４年度足寄町一般会計補正予算（第５号）＜Ｐ２４～

Ｐ２５＞ 

 追加日程第 ４  所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ２５＞ 

 追加日程第 ５  閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ２５～

Ｐ２６＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 ６番熊澤芳潔君は欠席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 この際、報告をいたします。 

 町長から提出をされました議案第９５号

から第１０２号令和３年度足寄町一般・特

別会計歳入歳出決算認定についての決算

書、附属資料、財産に関する調書につい

て、町長からお手元に配付の正誤表のとお

り、訂正したい旨、文書をもって議長宛て

に申出がありましたので、本件については

さよう訂正することを御了承を頂きたいと

思います。 

 なお、議長から令和３年度決算審査特別

委員会委員長に対して、同様に通知をして

おりますことを申し添えます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

 ４番。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

９月２２日に開催されました、第３回定例

会に伴う議会運営委員会の協議の結果を報

告します。 

 本日は、令和３年度決算審査特別委員会

に付託し、休会中の審査となっておりまし

た、議案第９１号、議案第９２号及び議案

第９５号から議案第１０２号までの決算認

定について、審査報告を受け審議を行いま

す。 

 次に、議案第８２号から議案第９０号ま

での令和４年度補正予算の提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議案第９１号から議案第１０２号まで 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第

９１号令和３年度足寄町上水道事業会計剰

余金の処分及び決算認定についての件から

日程第１０ 議案第１０２号令和３年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件までの１０件を一括

議題といたします。 

 本件における委員長の報告は別紙配付の

とおりです。 

 これにて、委員長の報告を終わります。 

 これより、議案第９１号令和３年度足寄

町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９１号令和３年度足寄

町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、原案

のとおり可決及び認定するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり、原

案のとおり可決及び認定することに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９１号令和３年度足

寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件は、原案のとおり可決及

び認定することに決定をいたしました。 

 これより、議案第９２号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９２号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての件を採決をいたします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９２号令和３年度足

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついての件は、認定することに決定をいた

しました。 

 これより、議案第９５号令和３年度足寄

町一般会計歳入歳出決算認定についての件

の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９５号令和３年度足寄

町一般会計歳入歳出決算認定についての件

を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９５号令和３年度足

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての

件は、認定することに決定をいたしまし

た。 

 これより、議案第９６号令和３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９６号令和３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９６号令和３年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決

定をいたしました。 

 これより、議案第９７号令和３年度足寄

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９７号令和３年度足寄

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９７号令和３年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件は、認定することに決定をいた

しました。 

 これより、議案第９８号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９８号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９８号令和３年度足

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定

をいたしました。 

 これより、議案第９９号令和３年度足寄

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９９号令和３年度足寄

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９９号令和３年度足

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件は、認定することに決定をいた

しました。 

 これより、議案第１００号令和３年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１００号令和３年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１００号令和３年度

足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件は、認定することに

決定をいたしました。 

 これより、議案第１０１号令和３年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０１号令和３年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１０１号令和３年度

足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決

定をいたしました。 

 これより、議案第１０２号令和３年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０２号令和３年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件を採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１０２号令和３年度

足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳

出決算認定についての件は、認定すること

に決定をいたしました。 

 

◎ 議案第８２号から議案第９０号まで 

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案

第８２号令和４年度足寄町一般会計補正予

算（第４号）から日程第１９ 議案第９０

号令和４年度足寄町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第１号）までの９件を一括

議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

 渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第８２号令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）から議案第９

０号令和４年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第１号）まで一括提案理

由を御説明申し上げます。 

 補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第８２号令和４年度足寄町一般会計

補正予算（第４号）について、御説明申し

上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億７３７万４,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億

８,１６５万５,０００円とするものでござ

います。 

 歳出の主なものから御説明申し上げます

が、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用して行う事業につきま

しては、予算書の右側説明欄に括弧書きで

新型コロナウイルス対応と記載しておりま

す。 

 また、９月６日に新型コロナウイルス感

染症に対する対策状況について行政報告い

たしました中で、別紙資料として添付させ

ていただきました新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金充当予定事業に

記載の事業につきましては、予算説明資料

を省略しておりますので、あらかじめ御承

知おき願います。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第２款総務費第１項総務管理費第１４目

企画振興費第１８節負担金、補助及び交付

金におきまして、企業振興促進補助金とい

たしまして７５８万４,０００円を計上いた

しました。 

 第１５目行政情報管理費第１２節委託料

ににおきまして、共通納税及びキャッシュ

レスに対応するため、総合行政及び財務会

計システム改修業務など合わせて９７７万

８,０００円を計上いたしました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第１７目足寄銀河ホール２１管理費第１

４節工事請負費におきまして、足寄銀河

ホール２１屋上改修工事といたしまして４,

９９９万５,０００円、多目的観光施設外壁

塗装工事といたしまして２１０万６,０００

円をそれぞれ計上いたしました。 

 第３款民生費第１項社会福祉費第１目社

会福祉総務費におきまして、高齢者世帯等

生活支援給付金給付事業といたしまして、

手数料、生活支援給付金合わせて１,１７８

万円を計上いたしました。 

 １８ページをお願いいたします。 

 下段から２１ページまでになりますが、

第４款衛生費第１項保健衛生費第２目予防
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費におきまして、新型コロナウイルス感染

症ワクチン接種事業といたしまして、会計

年度任用職員報酬などの人件費のほか、医

師等への謝礼や委託料など合わせて３,１９

４万９,０００円を計上いたしました。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 第４目環境衛生費におきまして、足寄町

営温泉浴場新築事業といたしまして、消耗

品費、初度備品購入費合わせて１,１８９万

１,０００円を計上いたしました。 

 第３項水道費第１目水道費第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、上水道

事業会計負担金といたしまして３６８万３,

０００円を計上いたしました。 

 第４項病院費第１目病院費第２３節投資

及び出資金におきまして、建設改良経費出

資金といたしまして１,１０７万８,０００

円を計上いたしました。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費第１項農業費第２目

農業総務費第１４節工事請負費におきまし

て、新規就農研修センター内装改修工事と

いたしまして１３１万９,０００円を計上い

たしました。 

 第３目農業振興費第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、農業次世代人材

投資資金２０１万３,０００円を減額し、新

規就農者育成総合対策経営開始資金、経営

発展支援事業交付金合わせて９１２万５,０

００円を計上いたしましたほか、防衛施設

周辺整備農業用施設設置事業補助金１,０２

０万円、畑作構造転換事業補助金９２１万

７,０００円をそれぞれ減額いたしました。 

 第４目畜産草地費第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、足寄町家畜伝染

病自衛防疫対策協議会負担金といたしまし

て１４０万９,０００円、２６ページになり

ますが、全国和牛能力共進会補助金といた

しまして１５０万６,０００円をそれぞれ計

上いたしました。 

 第１０目多目的機能発揮促進事業費第１

８節負担金、補助及び交付金におきまし

て、環境保全型農業直接支払交付金といた

しまして１３０万３,０００円を計上いたし

ました。 

 第２項林業費第１目林業振興費におきま

して、森林環境推進事業といたしまして、

会計年度任用職員報酬などの人件費を減額

したほか、第１１節役務費におきまして、

手数料１６７万９,０００円、２８ページに

なりますが、第１３節使用料及び賃借料に

おきまして、重機借上料１０５万６,０００

円をそれぞれ計上いたしました。 

 第４目水源林造林事業費第１１節役務費

におきまして、手数料を１,４２３万円減額

いたしました。 

 第７款商工費第１項商工費第３目観光費

第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、道の駅ファミリー層誘客事業補助金

といたしまして２６０万５,０００円を計上

いたしました。 

 第８款土木費第２項道路橋梁費第１目道

路維持費第１４節工事請負費におきまし

て、町道応急補修工事といたしまして１,１

５０万円、第１５節原材料費におきまし

て、補修用資材費といたしまして２７４万

３,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 第４項都市計画費第３目公園管理費第１

４節工事請負費におきまして、里見が丘公

園キャンプ場バンガロー電気設備改修工事

といたしまして１２５万９,０００円を計上

いたしました。 

 第１０款教育費第１項教育総務費第２目

事務局費におきまして、足寄高校生海外研

修派遣事業を中止したことに伴いまして、

普通旅費、実行委員会への補助金など合わ

せて５,４０６万８,０００円を減額いたし

ました。 

 第４目スクールバス管理費第１７節備品

購入費におきまして、スクールバスを１,０

５０万２,０００円減額いたしました。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 第３項中学校費第１目学校管理費第１７
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節備品購入費におきまして、パソコン一式

といたしまして２６３万９,０００円を計上

いたしました。 

 第５項保健体育費第２目総合体育館運営

費第１４節工事請負費におきまして、総合

体育館防災倉庫新築工事といたしまして２,

９５１万３,０００円を計上いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なも

のについて申し上げます。 

 ８ページへお戻りください。 

 第１５款国庫支出金第１項国庫負担金第

１目民生費国庫負担金におきまして、障害

者自立支援給付費国庫負担金といたしまし

て１,２０３万８,０００円を計上いたしま

した。 

 第２目衛生費国庫負担金におきまして、

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金といたしまして１,１４８万９,０

００円を計上いたしました。 

 第２項国庫補助金第１目総務費国庫補助

金におきまして、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金といたしまして

６,３１１万７,０００円を計上いたしまし

た。 

 第３目衛生費国庫補助金におきまして、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費国庫補助金といたしまして２,０２１

万円を計上いたしました。 

 第４目農林水産業費国庫補助金におきま

して、防衛施設周辺農業用施設設置事業国

庫補助金を１,０２０万円減額いたしまし

た。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第１７款財産収入第２項財産売払収入に

おきまして、立木売払収入といたしまして

３,８８０万９,０００円を計上いたしまし

た。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第１９款繰入金におきまして、財源調整

のため財政調整基金繰入金を４,７６４万

９,０００円減額いたしました。 

 第２０款繰越金におきまして、前年度の

純繰越金といたしまして４,０００万４,０

００円を計上いたしました。 

 第２１款諸収入におきまして、水源林造

林事業収入を１,４１９万８,０００円減額

し、退職手当組合負担金還付金といたしま

して１,４６５万８,０００円を計上いたし

ました。 

 第２２款町債におきまして、過疎対策事

業債を合わせて１,８００万円、臨時財政対

策債を１,９４０万１,０００円、それぞれ

減額いたしました。 

 以上で歳入を終わり、４ページへお戻り

ください。 

 第２表債務負担行為１件をお願いいたし

ました。 

 第３表地方債補正変更４件をお願いいた

しました。 

 以上で、令和４年度足寄町一般会計補正

予算（第４号）についての説明を終わりま

す。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 議案第８３号令和４年度足寄町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２０５万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億８,４７６

万５,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので説明は省

略をさせていただきます。 

 次に、５１ページをお願いいたします。 

 議案第８４号令和４年度足寄町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５億１,３４７万５,０

００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説
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明すべき事項がございませんので説明は省

略をさせていただきます。 

 次に、５９ページをお願いいたします。 

 議案第８５号令和４年度足寄町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６,８１０万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億１,８

４４万円とするものでございます。 

 歳出の主なものから申し上げます。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 第４款諸支出金第１項償還金及び還付加

算金第２目償還金におきまして、返還金と

いたしまして３,８６１万９,０００円を計

上いたしました。 

 第６款基金積立金におきまして、介護給

付費準備基金積立金といたしまして２,９４

５万９,０００円を計上いたしました。 

 次に歳入について申し上げますので、６

４ページへお戻りください。 

 第７款繰越金におきまして、前年度の繰

越金といたしまして６,８０９万９,０００

円を計上いたしました。 

 次に、７１ページをお願いいたします。 

 議案第８６号令和４年度足寄町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５８万１,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,３２９

万円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので説明は省

略をさせていただきます。 

 次に、７９ページをお願いいたします。 

 議案第８７号令和４年度足寄町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２８万６,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,１９９

万９,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので説明は省

略させていただきます。 

 次に、８９ページをお願いいたします。 

 議案第８８号令和４年度足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５７万４,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７,７７７万５,

０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので説明は省

略させていただきます。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 ９９ページをお願いいたします。 

 議案第８９号令和４年度足寄町上水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ３６８万４,０００円を追加し、収

益的収入及び支出の予定額を収入支出それ

ぞれ１億７,５１２万６,０００円とするも

のでございます。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 支出につきましては水道料金システム改

修業務委託料など、収入につきましては一

般会計負担金などを計上いたしました。 

 次に、１０５ページをお願いいたしま

す。 

 議案第９０号令和４年度足寄町国民健康

保険病院事業会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ２万５,０００円を追加し、収益的

収入及び支出の予定額を収入支出それぞれ

１２億５,６８０万５,０００円とするもの

でございます。 

 次に、資本的収入及び支出の予定額に収

入支出それぞれ１,１７６万円を追加し、収
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入の予定額を９,６６２万２,０００円に、

支出の予定額を１億２,５４６万５,０００

円とするものでございます。 

 １１０ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の内容につきまして

は、特に説明すべき事項がございませんの

で説明は省略させていただきます。 

 資本的収入及び支出におきまして、支出

では免疫発光測定装置など機械備品購入費

を、収入では建設改良費に対する一般会計

出資金などを計上いたしました。 

 １０６ページへお戻りください。 

 第４条におきまして、予算第８条に定め

た議会の議決を経なければ流用することが

できない経費について、職員給与費を２万

５,０００円追加し８億３,３４５万７,００

０円とするものでございます。 

 以上で、議案第８２号令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）から議案第９

０号令和４年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第１号）までの提案理由

の説明とさせていただきますので、御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これから、議案第

８２号令和４年度足寄町一般会計補正予算

（第４号）の件の質疑を行います。 

 １４ページをお開きください。 

 歳出から始めます。 

 款で進めます。 

 １４ページから１６ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。 

 ８番川上修一君。 

○８番（川上修一君） １６ページなので

すけれども、１７目の足寄銀河ホール２１

管理費で、工事請負費で屋上改修工事で５,

０００万円近く計上されております。それ

で、私も道の駅行って、屋上はどんなもの

なのかなと思って眺めてきたのですけれど

も、なかなか個性的な屋根といいますか、

これ改修するといったら結構やっぱりこの

ぐらいかかってしまうのかななんて勝手に

思ってきたのですけれども、改修工事の中

身について、まずはお伺いをいたします。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 今年度消防庁舎の屋上も似たような屋根

構造になっておりますので、消防庁舎のほ

うも工事しておりますが、今回の銀河ホー

ル２１の屋根につきましても屋上の防水工

事、平成６年度に建築しているものですか

ら、今回初めて防水の工事を行うものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番川上修一君。 

○８番（川上修一君） 防水工事というこ

となのですね。令和６年に建設ということ

は、ごめんなさい、平成ね、ごめんなさ

い。平成６年だから３０年まではなってな

いけれども、では近いですよね。 

 それで、銀河ホールは道の駅として機能

しているのですけれども、道の駅というの

はやっぱり今観光客とか、そういう人に

とって玄関先といいますか、あるいはまち

の顔みたいな役割を担っているのかなと思

うのですけれども、今回この改修工事をす

ることによって何年ぐらい施設として長寿

命化というのでしょうか、そんなふうに想

定をされていらっしゃいますか。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 長寿命化何年ぐらいかということなので

すけれども、基本的には約２０年程度もつ

だろうという判断ではいます。２０年たつ

と大体約５０年近くたつということで、そ

うなるとコンクリートものとかも耐用年数

が近づいてくるということもありますの

で、それを見極めながら長寿命化を図ると

いうような形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番川上修一君。 

○８番（川上修一君） 分かりました。 

 なかなか形はすごく個性的な、そして遠
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目から見ても高さがあるものですから、こ

こが道の駅だなと分かりやすい建物だなと

自分思っているのですけれども、何といい

ますか、ついでに屋根見たついでに壁も見

てきたのですよ。これ屋根直したら壁や何

かもきっと直さなければならないのかなと

思って。そうしたら案の定、ひび割れとか

塗装が剝げたりしてましたので、そういっ

たことも今後改修で予算で出てくるので

しょうかね。ちょっと関連ですみません、

お聞きしたいのですけれども。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） やはり２５年

以上経過している建築物でございますの

で、今後も外壁等の改修もやっていかなけ

ればならないと考えておりまして、総合計

画等にも掲載して予算要求を今後していき

たいと思っております。 

 以上でございます。（「分かりました」

と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 他に質疑はございませんか。 

 ４番榊原深雪君。 

○４番（榊原深雪君） １５ページの地方

創生推進事業についてお伺いいたします。 

 こちらは地方創生推進事業の７５８万４,

０００円で、補助金を出されておりますけ

れども、こちらの方は本別の事業者と聞い

ておりますけれども、税金その他はどち

ら、どのようになっているのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） 税金等につき

ましては、足寄町で法人を設立したわけで

はありませんので、基本的に建物等につき

ましては今後固定資産税として当然、減免

措置等もちょっと分からないのですがある

かもしれませんが、固定資産税につきまし

ては、足寄町で建設されている分の固定資

産税につきましては、足寄町に納めていた

だくことになるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番榊原深雪君。 

○４番（榊原深雪君） では、また違う質

問させていただきます。 

 １５番、第２款総務費の１５の行政情報

管理費のことでお伺いいたします。 

 ＯＣＲのことにつきまして、総務課から

説明ありましたけれども、これについて来

年の４月からとお聞きしておりますけれど

も、十勝管内の自治体ではどのような動き

になっているのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） 十勝地方の市

町村につきましては、ちょっと実態を把握

してございません。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番榊原深雪君。 

○４番（榊原深雪君） まだ把握してらっ

しゃらないということなのですが、では足

寄町では４月から導入されるということな

のですけれども、これは税金、どういうこ

とで至った背景というのがお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） 背景と申しま

すか、基本的に国がＤＸ、デジタルトラン

スフォーメーションということで、今後デ

ジタル化を推進してございます。また、コ

ロナ禍という状況もありまして、極力例え

ば役場までお出でにならなくても、あるい

は金融機関に出向かなくても、いわゆる町

の税金あるいは使用料等を対面せずお納め

できる、納付していただくということが背

景にあるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番榊原深雪君。 

○４番（榊原深雪君） そうしたら、この

お支払いの方法というのか、スマホとか利

用したりクレジットカードは使えないと、

総務課からの説明ではありましたけれど

も、ＬＩＮＥ Ｐａｙとか、ＰａｙＰａｙ

という２種類のところからということなの

ですけれども、これは本当若い方は使い慣

れていらっしゃるし、なのですけれども、
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どのような、これをすることによってどれ

ぐらいの事務化が、効率化されるかちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） 基本的に町の

税金、それと使用料等なのですが、基本的

にはコンビニ決済、バーコードを付設した

納付書等をお送りいたしますので、バー

コードを使ってコンビニでお支払いするこ

とが可能であるということ、あとスマホに

おきましても、今榊原議員おっしゃいまし

たとおり、ＰａｙＰａｙ、ＬＩＮＥ Ｐａ

ｙ統合されてＰａｙＰａｙになっておりま

すけれども、ＰａｙＰａｙ等でスマホで

バーコードを使った収納も、納めることも

できますし、それとＱＲコードを使ってス

マホ等で決済することも可能でございま

す。 

 当然、これらのシステムを導入すること

によって、町の担当、消し込みとか、そう

いうことにつきましても、システムを改修

することによって、どれだけの事務が効率

化されるかちょっと分かりませんが、かな

り事務の効率化にもつながるのではないか

と考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番榊原深雪君。 

○４番（榊原深雪君） 私たちのまちは６

５歳以上が４割を占めている、高齢化率が

もう４０％ということで、この方たちは従

来どおりのお支払い方法で、コンビニにも

行ったことないですとかという方もいらっ

しゃろうかと思いますけれども、その方た

ちは従来どおりのお支払い方法ですか。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 当然キャッシュレスのみの決済方法だけ

にしてしまいますと、当然高齢者が多い本

町にとっては非常にそれではもう納められ

ないということに当然なりますので、従来

の納付方法も当然そのまま使えるようにい

たす予定でおります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番榊原深雪君。 

○４番（榊原深雪君） 総務省の調べなど

見ますと、６０歳以上は７割、スマホをお

持ちの方がですね。７０歳以上が４割とい

う数値が出ているのですけれども、その中

でスマホで発信したり受信したりするのは

使えるのだけれども、その中身のＩＴ関係

のほうは使えないという方が多くいらっ

しゃるということもあるのですね。若い方

も本当にそれにたけている方でしたらまた

いいかもしれませんけれども、そこのとこ

ろをもうちょっと活用していただけるよう

な発信、町から発信していただきまして、

せっかくの金額かけて導入してもなかなか

使われないようなことがないように、きち

んとしていただきたいなと思うのです。 

 それと、自治体からの発信というのが、

マイナンバーカードもしかりなのでけれど

も、ポイントメインにして発信されてます

けれどもね、マイナンバーカードを使うと

こういうことがいいですよ、こうですよと

いう説明があまり聞かれないのですね。こ

れも今のＯＣＲのこともそうなのですけれ

ども、こういうことが便利ですよというこ

とをうたって、発信していただけるような

ことを進めていただきたいなと思っており

ます。 

 この質問は終わります。 

○議長（吉田敏男君）  答弁はいいです

か。 

 他に、総務費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に行

きます。 

 １６ページから１８ページ、第３款民生

費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参

ります。 

 １８ページから２２ページ、衛生費、質
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疑はございませんか。 

 ８番川上修一君。 

○８番（川上修一君） ２２ページのじん

芥処理費ですね。衛生費の清掃費の２目じ

ん芥処理費で、２３ページに行きまして、

委託料で高齢者等ふれあい収集業務５０万

６,０００円とあるのですけれども、この中

身が全くもって分からないものですから、

まずはこれはどういった中身のことなの

か、質問いたします。 

○議長（吉田敏男君） 住民課長、答弁。 

○住民課長（金澤真澄君） 高齢者等ふれ

あい収集業務について御説明いたします。 

 高齢者ふれあい収集業務なのですけれど

も、家庭系のごみをごみステーションまで

排出することが困難で、他の人から協力が

得られない高齢者や障がい者等の世帯を個

別訪問して、家庭系ごみを収集するととも

に安否の確認を行う事業となっています。 

 この事業につきましては、来年度以降、

本格実施をしたいと考えているのですけれ

ども、それに先立ちまして実証実験や要支

援者の実態調査等を行うために、今回予算

計上させていただいています。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 ８番川上修一君。 

○８番（川上修一君） 中身については理

解しました。 

 実際に仕事されるのはどちらになるので

しょうかね。何かボランティアみたいな組

織でやるのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 住民課長、答弁。 

○住民課長（金澤真澄君） 実証実験とい

うことで予算計上させてもらっているので

すけれども、町内のダイコウ商産のほうと

打合せしまして、この検証に協力していた

だけるということになっております。 

 以上です。（「分かりました」と呼ぶ者

あり） 

○議長（吉田敏男君） いいですか。 

 他に、衛生費、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  次に、２４ペー

ジ、第５款労働費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、２４ページ

から２８ページ、農林水産業費、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参

ります。 

 第７款商工費。 

 ３番進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） 負担金、補助金の

ところで、道の駅ファミリー層誘客事業補

助金、この内容を、すみません、教えてい

ただければと思います。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） こちら、道の

駅の中にキッズスペースを設けるというこ

とで考えておりまして、コロナが流行する

中でファミリー層の誘客を集中させるとい

うことで、キッズスペースを設けて、小さ

なお子さんも安心して遊べるような場所を

提供するということで考えております。 

○議長（吉田敏男君） ３番進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） どの辺にどのよう

なキッズスペースをつくるのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今、中央部分

といいますか、椅子とか机とか置いてある

部分があるのですけれども、前面に大きな

窓ガラスがあって、それの、何というので

しょう、ちょうど向かって右側というので

すかね、そこに３メーター、４メーター四

方ぐらいの、よく子供たちが遊ぶような

マットとか敷いてあるような部分のような

ものを置いて、そこでやるということで

す。 

○議長（吉田敏男君） ３番進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） イメージは分かり

ました。そこに２６０万円ぐらいですか、
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を使うということは、例えばテレビを置い

たり、ビデオが見れたり、そういうような

感じに捉えてもよろしいですか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君）  それのほか

に、授乳室のリニューアルということも考

えておりまして、そちらのほうの改修も行

う予定でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。授

乳室も改装するということですね。分かり

ました。ありがとうございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に、商工費、ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、暫時休

憩を、質疑中ですけれども、休憩をいたし

ます。 

 １０分間、１１時１０分まで。 

午前１１時０１分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 次に、２８ページから３０ページ、土木

費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第９款消防

費、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、３０ページ

から３２ページ、第１０款教育費、質疑は

ございませんか。 

 １０番二川 靖君。 

○１０番（二川 靖君） ３２ページの保

健体育費の中で、１４の工事請負費で総合

体育館の防災倉庫新築工事ということで計

上されております。それで、今現在、この

防災倉庫といわれるものが町内に何か所

あって、そして、防災倉庫でなくても防災

に関わる備品等々の備付けの箇所、多分役

場庁舎もそうなのだろうというふうに思っ

ていますけれども、そういった箇所は何か

所あるのか、ちょっとお聞かせ願いたいな

というふうに思います。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 防災倉庫、本当のといったらあれですけ

れども、実際の防災倉庫につきましては、

役場庁舎の北側のほうに１か所防災備品を

備蓄してございます。それと、役場庁舎の

地下にも飲料水等備蓄してございます。あ

と、総合体育館のほうに一部防災系の備品

を置いております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  １０番二川 靖

君。 

○１０番（二川 靖君） 私のちょっと認

識が間違いなのかもしれませんけれども、

下水道処理場のほうのやつはあれも防災の

何かだったように感じますけれども、どう

だったでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 下水の処理場には下水道に関わる部分の

発電機等の置く倉庫はあります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  １０番二川 靖

君。 

○１０番（二川 靖君） 分かりました。 

 あれはあれで、下水道のほうの防災とい

うことで、今役場の北側だとか倉庫だと

か、あと地下だとか、総体のほうに一部あ

るというふうに聞いておりまして、いわゆ

る今回はいろいろなベッド類だとか、パー

ティション類を備え付けるということで、

ではこの面積等々も示されてますし、建て

る場所も決まっているということで、実際

ベッド等々入れるものについて、ではこれ

で本当に足り得るのかというところはどう

いった検討をなされているのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） これで足りる
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のかという御質問でございますけれども、

基本的に本町が想定している災害、前回平

成二十七、八年ですね、台風による大雨災

害等に堪え得る備蓄品につきましては計画

的に購入しておりますので、基本的に全町

民が避難せざるを得ないというまでの備蓄

につきましては、当然そこまでは備蓄する

予定はございませんので、基本的には今回

議決を頂いて総合体育館に建築いたします

防災倉庫で現段階では十分ではないのかな

というふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  １０番二川 靖

君。 

○１０番（二川 靖君） そういうふうに

なるのかなというふうには思っていますけ

れども、今この防災グッズについては各町

内会にも自治会単位で幾つか部分的に回し

ておいて、それぞれの施設に保管をしてい

るだとか、その自治会によっては個人宅

で、私のところでありますよというものも

あるというふうに聞いております。 

 それで、ちょっと再度お伺いしたいの

は、そういったことでやられているのはい

いのですけれども、せんだっての今回の定

例会の一般質問の中で、高道議員のほうか

ら土のうの関係がどうにかならないのかと

いう話がありました。それで、多分今から

考えれば４年前の議員懇談会の中で、美盛

地区の住民の方から、美盛については、い

わゆるそういった会館も持っているし、防

災の施設、建物を持っているということ

で、どうにか町の予算立てはできないのか

ななどという話が出ています。今回、大雨

の中で西町９丁目、美盛が結構ああいった

ことで大きくやられたということで、私は

そういった意味において、少なくても土の

う袋に土だとか砂を入れて置いていたら風

化してだめになってしまうので、もう一回

ちょっと検討していただきたいのは、そう

いった防災倉庫を持っている自治会につい

ては、土のう袋、日が当たらなかったら結

構長くもつので、ちょっと日当たったらも

う１年でだめになってしまうので、例えば

土のう袋を日の当たらない倉庫に入れてお

いて、その近くに砂か何かちょこっとでも

置いておいてというような対応が試験的に

できないものなのかなという、この間一般

質問を聞いていて思いました。そこについ

ては、なかなか難しいというふうに思いま

すけれども、町のほうとしての防災担当が

いて、自治会単位で何かあれば講演会やら

いろいろな話をされているというふうに聞

いておりますので、ちょっとコロナ禍でそ

ういった話が聞く機会がなかなかないとい

うこともありますので、もしそういった対

応ができるのであれば検討をしていただき

たいというふうに思っておりますけれど

も、いかがなものでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 災害につきましては、やはり自助・共

助・公助で、公助できなければ共助、その

中で今御提案いただきましたように自治会

組織、今足寄町でも自主防災組織の立ち上

げについて各自治会にお願いをしていると

ころでございます。 

 今、御提案ありましたように、そういう

組織もしくは自治会で共助していただくよ

うな仕組みがつくれるようでしたら、例え

ばまず袋だけでも保管しますかですとか、

あと土はどうしますかとか、そういうのが

自治会また連合会なり自主防災組織それぞ

れといろいろ検討して、有効な土のうの保

管と土のうを危ないときに配置していただ

くような仕組みづくりができないかという

こと、前向きに検討させていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  １０番二川 靖

君。 

○１０番（二川 靖君） そういったこと

で、連合自治会を通じながら、そういった
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自治会が何か所あって、いわゆるそういっ

たものが保管できる場所があるか含めて、

今副町長がおっしゃったように、今そう

いったことで検討願いながら進めていって

いただきたいというふうに思っております

ので、この件についての発言は終わらせて

いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

 ３番進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） すみません、今二

川議員の質問のことで、ちょっと私が理解

ができなかったもので確認なのですけれど

も、各自治会でそういう自分たちの自治会

のほうがそういう水害の可能性の高い自治

会であったり、そういう自治会に関しては

自分たちの中で考えて、もし土のうである

とかそのほかのものを購入したりとか、自

分たちのところだけでは無理だということ

で声を上げれば、町のほうから何らかのサ

ポートがしていただけるというふうに捉え

てよろしいのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 今、自主防災組

織の立ち上げをぜひお願いしたいというと

ころで、そこでまちづくり振興補助金とい

う１年間にそういう１団体３０万円の支援

がございまして、自主防災組織を立ち上げ

て必要な消耗品、備品を買われるときには

その支援金で活用していただくというの

が、今のフレームではそうなっています。 

 また、その自主防災組織がそれぞれその

地域なりで考えていただいて、これ何か町

にないのかということで、例えば災害時の

食品ですか、非常食、そういうのも自主防

災組織で皆さんに集まっていただいて訓練

したいので、そういう非常食ですとか何か

の消耗品とか欲しいよというお話がござい

ましたら、町のほうで備蓄しているもので

使っていただくというようなことも今もし

ていますし、様々な状況ありますけれど

も、いろいろ御相談に応じて対応させてい

ただくことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） これは３０万円と

いうのは、足寄町として３０万円確保して

いるということでよろしいですね。上限が

といいますか、足寄全体で３０万円という

ことではなくて、３０万円を上限１回で。

（「１団体３０万円」と呼ぶ者あり） 

 １団体、そうですか。結構使えると思い

ます。そうですか。まずはではそういう自

治会を、防災システムでないですけれど

も、そういうものをまずは立ち上げても

らって、様々なことを検討していけば、こ

の３０万円という、そういう補助金もある

し、そのほかの非常食であるとか、相談す

れば相談に乗っていただけるというふうに

捉えてよろしいですね。はい、分かりまし

た。ありがとうございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に３

４ページ、職員費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参

ります。 

 歳出の総括ございませんか。 

○議長（吉田敏男君）  １１番木村明雄

君。 

○１１番（木村明雄君） ここで、総括と

して、先ほど川上議員が質問していたわけ

なのですけれども、町民センターについ

て、これは屋根だけでまず……（「道の

駅」と呼ぶ者あり） 

 道の駅についてですね。約、屋根だけで

５,０００万円かかるということなのですよ

ね。この道の駅については、もう何年も前

からあの展望台辺りがもう危険でないかと

言われているわけなのですよね。そんなわ

けで、それらについても今どういう考えを
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しているのか、ちょっとお伺いをしたいと

思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 道の駅でございま

すけれども、塔の部分みたいなのがあっ

て、もともと耐震性だとかそういったこと

どうなのだろうかということで、平成２２

年の年に改修したときにそういったことも

含めて検討して、もしかしたら耐震性がな

ければあそこのところを塔を少し短くする

だとか、塔の部分を改修しなければならな

いのではないかなとかというような話もあ

りましたけれども、耐震性があるというよ

うなことで、そのときには直す必要はない

のだろうということで改修をさせていただ

いたところであります。 

 平成２２年に大規模な改修をして、それ

以降、あまり大きな改修というのはしてな

かったのですけれども、去年ですとかおと

としですかね、少しトイレだとかいろいろ

と直したりとかしながら、少しでも今後コ

ロナが過ぎたときに、もっとお客さんが来

ていただいて安全に楽しく遊んでいただけ

るような、いろいろことをやっていただけ

るようなということで、今少しずつ改修な

どもしているところであります。 

 その中で、屋上についても雨漏りだと

か、そういったこともやっぱり老朽化し

て、２０年、３０年たつとやっぱりしてき

ますので、雨漏りも出てきているというよ

うなことを聞いておりまして、やっぱりそ

ういったところを早めに直したほうがいい

だろうというようなこともあって、今回屋

上の防水の工事を行うということにしてお

ります。 

 それから、あと今回の５,０００万円で全

てが完全に直るということではございませ

んので、ただ引き続き、改修だとかしてい

かなければならない部分というのは出てく

るのかなというように思いますし、先ほど

お話あった外壁の話ですとか、それからカ

リヨンでしたか、時計だとかのああいうの

を、そういうものについてはやっぱりある

程度の年数で直さなければならないという

のがあって、これまでも何回か修繕だとか

そういうものはしておりますけれども、そ

ういうものがやはり出てくるのかなという

ように思っています。 

 塔の部分はやっぱり高いので、もしも下

に何か壁が剝がれたりだとか、何か落ちて

きたりだとかというようなことがあって

は、下にいる人たちに影響が出てきますの

で、そういうことがないようにやはり今後

もしていかなければならないのかなと考え

ているところであります。 

 今後もいろいろな状況を見ながら、建物

の状況を見ながら改修をしていかなければ

ならないのかなというように思っていると

ころであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  １１番木村明雄

君。 

○１１番（木村明雄君） これから先に向

けて、こつこつと少しずつやっていくとい

うことはそれなりに金がかかる、その都度

金かかるということになろうかと思うので

す。例えば足場をかけるにしたって、一回

で済むのが何回もかけなければならないと

いうようなことにもなってくるということ

を考えるわけですよね。そうすれば、それ

だけにやはり手間もかかる、金もかかると

いうことになる。これは今屋上の屋根だ

け、これで５,０００万円もかかる。そうす

れば、これから先、屋根もやった、だけれ

ども今度は展望台もやらなければならな

い、これだってもう約３０年からたってい

るわけですから、これは危険度が高まって

いるということになる。これもうそのうち

に、きっと近いうちにやらなければならな

いということになろうかと思います。そし

て、展望台もやらなければならない。それ

からまた壁もやらなければならない。そし

てまた、内装もこれ考えていかなければな

らないということになってくるのだと思う
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わけなのですよね。その辺どのような形で

考えているのか、お伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君）  これまでもそう

いったことでいきますと、塔の、先ほど

言ったカリヨンのところですとか、それか

らそこにもともとは壁にタイルみたいなの

を貼っていたのですけれども、そういった

ものだとかもいろいろ改修も今までもして

きているところであります。 

 それで、今お話あったように、確か足場

をかけたりだとか、結構足場に経費がかか

るだとかというのもありますので、なるべ

く同じようなことがないようにということ

では考えて、改修をするにしてもそういう

ことを考えながらということで行いたいと

いうように思っておりますけれども、どう

しても例えばこれから冬に向かっての工事

だとか、そういったことになると、どうし

てもやれるところは限られたりだとかする

こともあるわけですね。そうすると、やっ

ぱり足場かけて一回やったけれども、もう

一度、二度手間になるけれどもやらなけれ

ばならないとかということもやっぱり出て

くるのかなというように思っております。 

 なるだけそういう二度手間にならないよ

うに、やるときには一緒にやれるのが一番

いいかなというように思っておりますが、

そうなかなかならないときもあるので、そ

のあたりは御了承いただければなというよ

うに思っております。なるべく同じような

経費をかけないでやれるようにというよう

に考えているところであります。 

 以上でございます。（「分かりました」

と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） いいですか。 

 歳出総括、他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に８

ページにお戻りください。 

 歳入に入ります。 

 ８ページから１２ページ、歳入一括で行

います。 

 質疑はございませんか。 

 １２番井脇昌美君。 

○１２番（井脇昌美君） ここで、財産収

入のところでカラマツの売却収入が約３,９

００万円ほど発生していると。これはもう

非常に町有財産としては本当に財源として

はありがたい金額が収入になっているの

で、本当に潤っているところでもあるので

すけれども、そこで、カラマツの市場価格

が異常な高値が依然として続いておりま

す。これは今までの約３,９００万円近い金

額が、言わばカラマツでいえばこの売却で

すけれども、明年度の３月まで、言わば本

年度ですね、どのような以後売払いの予定

立てておられるか、数量までは細かく必要

はございませんから、イメージ的なことだ

けちょっと課長の考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 毎木調査次第

とはなりますけれども、この後も２物件ほ

ど、約２０ヘクタールほどを予定をしてご

ざいます。 

○議長（吉田敏男君）  １２番井脇昌美

君。 

○１２番（井脇昌美君） 今ちょっと課長

の言葉尻の中に、収穫調査、玉取りが

ちょっと遅れているはずなのですよ、現状

ですね、収穫調査。収穫調査で分かります

ものね。分からないか。カラマツ１本、１

本、径級と太さと、言わば容量、容積を出

すわけです、それが基本ですから。それが

収穫調査なのですけれども、それが完了し

ないと売払いが順序としてできませんか

ら、これが最初に発生する事業ですから。

そこの中には、私もある森林組合長とも協

議をして、ぜひ協力していただくように話

をしてありますから、収穫調査、相当遅れ

取っているようですから、そういうことも

含めて、今後密な、そして敏速な処理をし
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ていただければ、本当に今むちゃくちゃな

過去に、もう半世紀以来の高値が来ていま

すから、いつ落下するかも分からないよう

な状態ですから。町有財産を有効的な、言

わば販売に徹していただきたいと思います

けれども。その辺どうですかね。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 毎木調査につ

きましては、調査を受けていただけるとこ

ろを探して出しているという状況でして、

今現状でいけば森林組合さんが受けていた

だいているというところでございます。 

 ほかの事業者さんもできるところないか

ということで、いろいろお声かけはさせて

いただいているのですけれども、やはり忙

しくてなかなかそこまで手が回らないとい

う状況でありまして、森林組合さん自体も

自分のところの事業をしながら、空いた時

間でやっていただくという形になりますの

で、たくさんの調査がなかなか難しいとい

うことでございますので御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） それでは、他に歳

入総括、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に４

ページにお戻りください。 

 第２表債務負担行為１件、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、第３表地方

債補正変更４件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８２号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件を採決

をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８２号令和４年度足

寄町一般会計補正予算（第４号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第８３号令和４年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）の件の質疑を行います。 

 ４２ページから４８ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８３号令和４年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）の件の採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８３号令和４年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決され
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ました。 

 これから、議案第８４号令和４年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の件の質疑を行います。 

 ５６ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８４号令和４年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８４号令和４年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 これから、議案第８５号令和４年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の

件の質疑を行います。 

 ６４ページから６８ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８５号令和４年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の

件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８５号令和４年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第８６号令和４年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

１号）の件の質疑を行います。 

 ７６ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８６号令和４年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

１号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 
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 したがって、議案第８６号令和４年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 これから、議案第８７号令和４年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。 

 ８４ページから８６ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８７号令和４年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８７号令和４年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 これから、議案第８８号令和４年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第１号）の件の質疑を行います。 

 ９４ページから９６ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８８号令和４年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第１号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８８号令和４年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ９９ページをお開きください。 

 これから、議案第８９号令和４年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件

の質疑を行います。 

 １０２ページ、収益的収入及び支出一括

で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８９号令和４年度足寄
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町上水道事業会計補正予算（第１号）の件

を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８９号令和４年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 １０５ページをお開きください。 

 これから、議案第９０号令和４年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）の件の質疑を行います。 

 １１０ページ、収益的収入及び支出一括

で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 同じく１１０ペー

ジ、資本的収入及び支出一括で行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） １０６ページにお

戻りください。 

 第４条予算第８条に定めた議会の議決を

経なければ流用することができない経費の

額の変更について、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９０号令和４年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９０号令和４年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 休憩中に議会運営委員会を開催をお願い

いたします。 

 ほかの方は、１時再開としますから、そ

れまで暫時休憩といたします。 

午前１１時４９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

 ４番。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

ただいま開催されました、議会運営委員会

の協議の結果を報告します。 

 これより、本日の議事日程に追加し、会

議案第１号について即決で審議いたしま

す。 

 次に、意見書案第７号について即決で審

議いたします。 

 次に、議案第１０３号の令和４年度補正

予算の提案説明を受けた後、即決で審議い

たします。 

 次に、総務産業常任委員会、文教厚生常

任委員会から所管事務調査期限の延期につ

いて、広報広聴常任委員会、議会運営委員

会からの閉会中継続調査申出書について審

議いたします。 

 以上で、本定例会における議案等の審議
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は、本日をもって全て終了する予定であり

ます。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。 

 足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり

日程に追加し、審議することにしたいと思

います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、追加議事日程のとおり日程

に追加し、審議することに決定をいたしま

した。 

 

◎ 会議案第１号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 会

議案第１号専決処分事項の指定についての

一部を改正する規程についての件を議題と

いたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

 ４番。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

ただいま議題となりました、会議案第１号

専決処分事項の指定についての一部を改正

する規程について、提案理由の説明を申し

上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項により、議

会の権限に属する軽易な事項でその議決に

より特に指定したものは町長において、こ

れを専決処分にすることができる規程に基

づき、平成４年１２月に議決した「専決処

分事項の指定について」に指定事項の追加

をする改正を行うものであります。 

 本規程の改正に至る経過については、先

般報告をいたしました議会運営委員会の所

管事務調査、専決処分の指定についての報

告に詳細を述べておりますので割愛をさせ

ていただきます。 

 改正条文の内容は、指定事項の第６項と

して、「議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例（昭和３

９年条例第１０条第２条）の規程により議

決された工事または製造の請負契約につい

て、契約金額の１０分の１以内の額を変更

をすること。ただし、その額が５００万円

を超えるものは除く」を加えるものです。 

 なお、附則として、この規程は公布の日

から施行し、本年４月１日より適用するこ

ととして、４月以降に議決された工事請負

契約についても適用すると定めておりま

す。 

 以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、会議案第１号専決処分事項の

指定についての一部を改正する規程につい

ての件を採決をいたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、会議案第１号専決処分事項

の指定についての一部を改正する規程につ



― 25 ― 

いての件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 意見書案第７号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 意

見書案第７号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書の件を議題といたし

ます。 

 本件につきましては、条例第６５条第３

項の規定により、提案理由の説明を省略を

いたします。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第７号国土強靱化に

資する社会資本整備等に関する意見書の件

を採決をいたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第７号国土強靱化

に資する社会資本整備等に関する意見書の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１０３号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 議

案第１０３号令和４年度足寄町一般会計補

正予算（第５号）の件を議題といたしま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第１０３号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第５号）につきまし

て、提案理由を御説明申し上げます。 

 補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１０３号令和４年度足寄町一般会

計補正予算（第５号）について、御説明申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４３５万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１００億８,６００万

５,０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、議案第９４号の損害賠償

の額を定め和解するために議決を頂きまし

た賠償金に係る補正額の計上であります。 

 歳出から御説明申し上げます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第８款土木費第２項道路橋梁費第３目土

木車両管理費におきまして、車両事故賠償

金といたしまして４３５万円を計上いたし

ました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 第２１款諸収入第５項雑入におきまし

て、自動車共済金といたしまして、歳出と

同額の４３５万円を計上いたしました。 

 以上で、議案第１０３号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第５号）の提案理由

の説明とさせていただきますので、御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 ６ページをお開きください。 

 歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ
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ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０３号令和４年度足

寄町一般会計補正予算（第５号）の件を採

決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１０３号令和４年度

足寄町一般会計補正予算（第５号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 所管事務調査期限の延期について 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 所

管事務調査期限の延期についての件を議題

とします。 

 総務産業常任委員会及び文教厚生常任委

員会に付託中の所管事務調査については、

調査が終わらないので同委員会から次期定

例会まで期限を延期されたいとの要求があ

りました。 

 お諮りをいたします。 

 委員会の要求どおり、期限を延期するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、総務産業常任委員会及び文

教厚生常任委員会に付託中の所管事務調査

について、調査の期限を委員会の要求のと

おり次期定例会まで延期することに決定を

いたしました。 

 

◎ 閉会中の継続調査申出書 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第５ 閉

会中の継続調査申出書の件を議題といたし

ます。 

 広報広聴常任委員会及び議会運営委員会

の委員長から、条例第１３６条の規定に

よってお手元に配付をいたしましたとお

り、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りをいたします。 

 委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定をいたし

ました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

午後 １時１４分 休憩 

午後 １時２２分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 閉会の議決 

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。 

 本定例会の会議に付された事件は、全て

終了をいたしました。 

 したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会をしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会す

ることと決定をいたしました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（吉田敏男君） これで、本日の会

議を閉じます。 

 令和４年第３回足寄町議会定例会を閉会

をいたします。 

午後 １時２３分 閉会 
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